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一般社団法人三木市生涯活躍のまち推進機構 

 

兵庫県三木市上の丸町 10 番 30 号 

  



平成２８年度事業実施報告  

 

 

 平成２８年度は、事業の推進主体となる一般社団法人三木市生涯活

躍のまち推進機構（以下、「推進機構」という。）を設立し、平成２９

年度からの事業の開始に向け、地域の拠点となる緑が丘事業部の開設

準備を進めた。  

 

Ⅰ 推進機構の設立について  

 

１ 設立日  

平成２９年３月１６日  

 

２ 所在地  

 兵庫県三木市上の丸町１０番３０号  

 

３ 設立時役員   

下表のとおり（理事８名、監事１名）  

代表理事 井上 茂利  

理 事 岩﨑 正勝  

理 事 濱元 真一  

理 事 隂平 康則  

理 事 稲見 秀行  

理 事 角野 幸博  

理 事 井上 輝美  

理 事 長谷 憲明  

監 事 西垣 秀美  

 

４ 活動の目的  

三木市が策定した「生涯活躍のまち構想」に基づき、元気な中高

年齢者や若者・子育て世代の移住を促進するとともに、多世代が交

流し、住民一人ひとりが生きがいを感じながら暮らせるまちづくり

を実現する。  

 



Ⅱ 緑が丘事業部の開設準備について  

 

 １ 開設日  

  平成２９年４月２５日  

 

 ２ 所在地  

兵庫県三木市緑が丘町東１丁目１－４７  

 

 ３ 人員・体制  

市からの派遣職員及び推進機構に参画する事業者からの派遣職員

により運営する。  

 

 ４ 主な準備内容  

  （１）事務所用物件の賃貸借契約  

みどりホーム株式会社が管理する物件を緑が丘事業部の設

置場所として選定し、同社仲介のもと、所有者と賃貸借契約

を締結した。  

（２）改装工事  

賃貸借契約の使用条件では土足での立ち入りが禁止となっ

ていたため、床全面にカーペットを敷設し、利用者の土足で

の立ち入りを可能とした。  

（３）看板の設置  

事業部入口に２か所看板を設置した。  

（４）通信回線工事  

事業部において通信・通話を行うため、回線の設置工事を

行った。  

（５）社用車等の購入  

他団体等を訪ね、連絡調整を行うための移動手段として、

中長距離移動用に社用車（軽四輪自動車）を、短距離移動用

に電動アシスト付自転車を購入した。  

（６）備品・事務用品等の購入  

緑が丘事業部での事務スペース及び生活相談スペース並び

に今後開設するサテライトでの交流スペースにおいて必要と

なる備品・事務用品等を購入した。  


















